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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業の延長について 
 

 このことについて、４月７日に「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業に

ついて」を送付しましたが、緊急事態宣言下においても、新型コロナウイルス感染症に 

係る厳しい状況が続いております。 

そこで、下記のとおり臨時休業を延長することとします。 

 

記 

 

１ 休園・休校延長について 

 

 

 

（１）５月１０日（日）まで休園・休校とする。 

５月１１日（月）に園・学校を再開、給食開始とする。 

   

※ ５月７日（木）、８日（金）、９日（土）、10日（日）の４日間延長 

※ 緊急事態宣言に係る国・県の要請を見据え、５月11日以降の休園・休校再延長の 

可能性あり（再開日、給食開始日については再度調整） 

 
２ その他   
    次の顔出し確認は、４月３０日（木）、５月１日（金）になります。 
  

現在の対応：５月６日（水）まで休園・休校（緊急事態宣言最終日） 


